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ものづくり革新総合支援事業 採択審査委員会設置要領

（名称）

第１条 本会の名称は、ものづくり革新総合支援事業採択審査委員会（以下「審査会」という。）

とする。

（所掌事務）

第２条 審査会は、ものづくり革新総合支援事業実施要領（以下「実施要領」という。）第７条

第１項に基づいて知事が行う採択の決定にあたり、必要な審査を行う。

（組織）

第３条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

２ 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって構成するものとし、外部委員については、知

事が委嘱する。

（１） 秋田県産業労働部商工業振興課長

（２） 秋田県信用保証協会経営支援部長

（３） 秋田県産業技術センター企画事業部長

３ 審査会の委員長は秋田県産業労働部商工業振興長とする。

（委員長）

第４条 委員長は、審査会を代表し、会務を統括する。

（議事）

第５条 審査会は、知事が招集する。

２ 審査会は、委員全員（代理出席可）の出席がなければ開くことができない。

３ 委員長は、審査のために必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を

徴することができる。

４ 審査会は非公開とし、審査会の出席者は議事の内容を他に漏らしてはならない。
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（審査）

第６条 審査会は、実施要領第６条の規定に基づき申請された事業計画等の内容について、別に

定める審査要領により審査しなければならない。

（事務局）

第７条 審査会の事務局を秋田県産業労働部商工業振興課に置く。

附 則

この要領は、令和４年５月１８日から施行する。

この要領は、令和５年４月１日から施行する。

この要領は、令和６年４月１日から施行する。

この要領は、令和７年４月１日から施行する。

この要領は、令和８年４月１日から施行する。



- 3 -

ものづくり革新総合支援事業

審査委員名簿

令和８年４月１日

役職 氏 名 現 職 名

審査委員長 田口 一郎

秋田県産業労働部

商工業振興課長

Tel 018-860-2240

審査委員 斉藤 健

秋田県信用保証協会

常勤理事（兼）経営支援部長

〒010-0923 秋田市旭北錦町１－４７

Tel 018-863-9013

審査委員 経徳 敏明

秋田県産業技術センター

企画事業部長

〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄４－１１

Tel 018-862-3414


